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１【中間連結財務諸表】 
 (1)【中間連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 ※9  24,438 ※9  38,822 ※9  33,120

コールローン及び買入手形 25,000 5,000 5,000

商品有価証券 115 167 136

金銭の信託 1,743 1,735 1,738

有価証券 ※1, ※9, ※15  102,060 ※1, ※9, ※15  92,031 ※1, ※9, ※15  96,131

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  436,980
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  440,044 
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  446,865

外国為替 ※6, ※9  18 ※6, ※9  59 ※6, ※9  40

リース債権及びリース投資資産 4,014 3,540 3,873

その他資産 ※9  10,293 ※9  20,394 ※9  10,556

有形固定資産 ※11, ※12  13,383 ※11, ※12  14,427 ※11, ※12  13,548

無形固定資産 435 907 645

繰延税金資産 6,073 6,000 6,063

支払承諾見返 ※15  1,357 ※15  976 ※15  1,134

貸倒引当金 ※8  △9,312 ※8  △7,221 ※8  △7,836

資産の部合計 616,603 616,888 611,017

負債の部    

預金 ※9  576,925 ※9  576,528 ※9  572,093

借用金 ※13  927 ※13  1,152 ※13  1,053

社債 ※14  4,500 ※14  4,000 ※14  4,000

その他負債 5,953 4,966 6,537

賞与引当金 25 － －

退職給付引当金 2,196 2,198 2,201

役員退職慰労引当金 139 179 158

睡眠預金払戻損失引当金 42 38 44

利息返還損失引当金 1 1 2

繰延税金負債 － 3 －

再評価に係る繰延税金負債 ※11  1,098 ※11  1,098 ※11  1,098

負ののれん － 1,193 1,256

支払承諾 ※15  1,357 ※15  976 ※15  1,134

負債の部合計 593,168 592,337 589,580

純資産の部    

資本金 18,127 18,127 18,127

資本剰余金 5,688 5,688 5,688

利益剰余金 2,195 843 388

自己株式 △13 △13 △13

株主資本合計 25,998 24,645 24,191

その他有価証券評価差額金 △5,148 △814 △3,540

土地再評価差額金 ※11  617 ※11  616 ※11  616

評価・換算差額等合計 △4,530 △197 △2,923

少数株主持分 1,966 102 169

純資産の部合計 23,434 24,551 21,437

負債及び純資産の部合計 616,603 616,888 611,017

─ 24 ─











































































３【中間財務諸表】 
 (1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 ※9  24,384 ※9  38,722 ※9  33,067

コールローン 25,000 5,000 5,000

商品有価証券 115 167 136

金銭の信託 1,743 1,735 1,738

有価証券 ※1, ※9, ※15  101,852 ※1, ※9, ※15  92,281 ※1, ※9, ※15  96,398

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  440,147
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  443,120 
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8, ※10  449,989

外国為替 ※6, ※9  18 ※6, ※9  59 ※6, ※9  40

その他資産 ※9  7,760 ※9  17,774 ※9  7,986

有形固定資産 ※11, ※12  13,358 ※11, ※12  14,402 ※11, ※12  13,522

無形固定資産 415 876 618

繰延税金資産 5,841 5,841 5,841

支払承諾見返 ※15  1,357 ※15  976 ※15  1,134

貸倒引当金 ※8  △8,009 ※8  △5,916 ※8  △6,457

資産の部合計 613,986 615,042 609,016

負債の部    

預金 ※9  577,561 ※9  577,489 ※9  572,990

借用金 ※13  500 ※13  500 ※13  500

社債 ※14  4,500 ※14  4,000 ※14  4,000

その他負債 4,971 4,104 5,474

未払法人税等 40 45 62

その他の負債 4,931 4,059 5,411

賞与引当金 23 － －

退職給付引当金 2,189 2,189 2,193

役員退職慰労引当金 136 173 154

睡眠預金払戻損失引当金 42 38 44

再評価に係る繰延税金負債 ※11  1,098 ※11  1,098 ※11  1,098

支払承諾 ※15  1,357 ※15  976 ※15  1,134

負債の部合計 592,381 590,571 587,590

純資産の部    

資本金 18,127 18,127 18,127

資本剰余金 5,688 5,688 5,688

資本準備金 5,688 － 5,688

その他資本剰余金 － 5,688 －

利益剰余金 2,332 861 539

利益準備金 301 301 301

その他利益剰余金 2,031 560 238

別途積立金 3,400 － 3,400

繰越利益剰余金 △1,368 560 △3,161

自己株式 △13 △13 △13

株主資本合計 26,135 24,664 24,342

その他有価証券評価差額金 △5,148 △809 △3,532

土地再評価差額金 ※11  617 ※11  616 ※11  616

評価・換算差額等合計 △4,530 △193 △2,916

純資産の部合計 21,605 24,471 21,426

負債及び純資産の部合計 613,986 615,042 609,016

─ 61 ─











































 

  

 

株式会社福島銀行 

 
  

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社福島銀行及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成20年11月11日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 橋  本  俊  光 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 谷  藤  雅  俊 ㊞

※１ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２ 中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社福島銀行 

 
  

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社福島銀行及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取引先である株式会社穴吹工務店が会社更生手続開始

の申立てを行ったことにより同社に対する貸出金及び有価証券について、第３四半期以降に損失が発生する

見込みである。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月26日

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  深  田  建 太 郎 ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士 谷  藤  雅  俊 ㊞

※１ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２ 中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社福島銀行 

 
  

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第143期事業年度の中

間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社福島銀行の平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成20年11月11日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 橋  本  俊  光 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 谷  藤  雅  俊 ㊞

※１ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２ 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社福島銀行 

 
  

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第144期事業年度の中

間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社福島銀行の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取引先である株式会社穴吹工務店が会社更生手続開始

の申立てを行ったことにより同社に対する貸出金及び有価証券について、第３四半期以降に損失が発生する

見込みである。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月26日

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  深  田  建 太 郎 ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士 谷  藤  雅  俊 ㊞

※１ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２ 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月27日 

【会社名】 株式会社福島銀行 

【英訳名】 THE FUKUSHIMA BANK, LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長 紺 野 邦 武 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 福島県福島市万世町２番５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社福島銀行 大宮支店 

  (埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 

  大宮アネックスビル４階) 

 
 

 

(注) 大宮支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で

はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所とし

ております。 



当行代表取締役社長紺野邦武は、当行の第144期第２四半期(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


